
参考資料４　担当技術者の兼務の可否

意匠 構造 解体 建築電気 建築機械 外構 植栽

「意匠」を主担当とする担当技術者 〇 〇 × × × 〇

「構造」を主担当とする担当技術者 〇 〇 × × × ×

「解体」を主担当とする担当技術者 〇 〇 × × × ×

「建築電気設備」を主担当とする担当技術者 × × × × × ×

「建築機械設備」を主担当とする担当技術者 × × × × × ×

「外構」を主担当とする担当技術者 × × × × × 〇

「植栽」を主担当とする担当技術者 〇 × × × × 〇
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